
令和５年度総務省調達改善計画　年度末自己評価結果の概要
（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）

取組目標 難易度 取組内容 進捗度 取組結果等

１　重点的な取組

(1)　随意契約の見直し

Ａ

①　競争性のある契約への移行や価格面等の適正化を図るべき余地
　がないか検討を行う。

Ｂ

　競争性のない随意契約比率（本省・地方）：12.6％
【参考】
　令和４年度：11.1％
　なお、本年度が前年度を上回った主な要因は、１月に発生した令和６年能登半島地震
に対する緊急随意契約によるものである。

Ａ

②　企画競争や公募については、一般競争入札と比して、これらの
　方式によることの妥当性、一般競争への移行の可否等について検
　討を行う。

Ａ

　企画競争随意契約比率（本省・地方）：19.9％
【参考】
　令和４年度：21.8％

　公募随意契約比率（本省・地方）：5.7％
【参考】
　令和４年度：6.2％

(2)　一者応札改善のための取組

　 Ａ

①　公告期間等の改善

Ａ

　調達要求部局において執行計画及び執行管理シートを作成し、契約担当部局において
進捗管理を行うとともに、公募期間の延長や調達予定案件の発信を行うことにより、準
備期間及び執行期間を確保を図った。
　上半期契約締結率（本省・地方）：66.7％
【参考】
　令和４年度：65.7％

②　仕様内容の充実

③　仕様中立性の確認

④　契約額の適正化及び低廉化

⑤　事前審査

⑥　一者応札の検証

⑦　事後審査・管理

Ａ
⑧　企画競争の適正化

Ａ
　企画競争一者応募率（本省・地方）：72.1％
【参考】
　令和４年度：75.9％

Ａ

①　過去に実績のある者しか応札できないような仕様とならないよ
　うに、調査対象内容、手段、手法及び研究会開催回数などを仕様
　様書に詳細かつ明確に記載するとともに、多様な調査検討項目を
　有するようなものは、適切な調達単位に分割した上、適切な入札
　方式を選定すること。

Ａ

　契約担当部局による審査を徹底することにより、仕様書の中立性及び競争性の確保を
図った。

②　最低落札方式を原則とするが、専門的知識、技術及び創意等に
　相当程度の差異が生じる案件については、総合評価落札方式を採
　用することができる。

　仕様内容に応じて、適切な契約方式の検討を行った。
　また、契約担当部局における審査が適切に実施されたことにより、選定の透明化を図
った。

③　総合評価落札方式において、前年度までの取組を踏まえ、更な
　る選定基準及び選定過程の明確化、選定結果の透明化の確保のた
　め、会計課が定めた選定基準に基づき、類似実績や研究員の従事
　経験を技術項目とする場合、過去の実績を過度に評価しない配点
　とするよう取組を行う。

①　予定価格が10万ＳＤＲ以上と見込まれる調達案件（契約変更を
　行う案件については、増額分の予定価格が10万ＳＤＲ以上のもの
　）は、デジタル統括アドバイザーに相談し相談結果について調達
　決裁にその評価内容書等を添付する（ただし、単に市販の機器等
　を調達する場合などデジタル統括アドバイザーが評価書発出が不
　要としたものは添付を要しない）。

　外部有識者であるデジタル統括アドバイザーから評価を受けることにより、仕様内容
や経費に係る妥当性の確保を図った。

②　予定価格が80万ＳＤＲ以上と見込まれ、総合評価落札方式を採
　用するものは、デジタル統括アドバイザーによる提案書審査を行
　う。

Ａ

③　情報システムの保守・運用等の年間契約において、新規参入者
　の参入を阻害しないよう既存事業者との業務の引き継ぎ、ノウハ
　ウの蓄積のための十分な準備期間の確保、仕様内容の充実等。 Ａ

　仕様内容の充実等について、契約担当部局による審査を徹底することにより、調達の
公平性を図った。

Ａ
④　最低落札方式を原則とするが、仕様内容において、専門的知識
　、技術及び創意等に相当程度の差異が生じる案件については、総
　合評価落札方式を採用することもできる。

Ａ
　仕様内容に応じて、適切な契約方式の検討を行った。

Ａ
⑤　入札結果や一者応札の分析結果等をＰＭＯに提供するとともに
　、個々の情報システムの課題を共有し、調達手続に反映されてい
　ることを調達部局において確認する。

Ａ
　入札結果や一者応札の分析結果等をＰＭＯに提供することにより、情報システムの課
題について情報共有を図った。

２　共通的な取組

(1)　調達改善に向けた審査・管理の充実
⑤　事前審査（再掲） 　上記(2)一者応札改善のための取組　⑤～⑦と同じ

Ａ ⑥　一者応札の検証（再掲） Ａ
⑦　事後審査・管理（再掲）

Ａ

　「規制改革実施計画」（令和２年７月17日閣議決定）において、
行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直しが求
められていることを踏まえ、事業者等から電子メールによる見積書
等の提出を可能とするほか、電子調達システムによる入札・契約手
続の更なる利用促進を図る。

Ａ

　電子応札率（本省・地方）：71.4％
【参考】
　令和４年度：65.5％

　電子契約率（本省・地方）：50.0％
【参考】
　令和４年度：44.6％

　

【難易度】 【進捗度】
「調達改善の取組指針」を踏まえて、取組ごとに以下の指標に基づき難易度を設定。 以下の指標に基づき進捗度を記載。
・A＋：効果的な取組 ・A：（定量的な目標）目標進捗率９０％以上
・A　：発展的な取組 　　 （定性的な目標）計画に記載した内容を概ね実施した取組
・B　：標準的な取組 ・B：（定量的な目標）目標進捗率５０％以上

　　 （定性的な目標）計画に記載した内容を部分的に実施した取組、または実施に向けて関係部局等（他府省
　　　　　　　　　　 庁、自府省庁内の他部局、地方支分部局等）との調整を行った取組
・C：（定量的な目標）目標進捗率５０％未満
　　 （定性的な目標）何らかの理由によって計画に記載した内容が実施できなかった取組、または計画に記載
　　　　　　　　　　 した内容の検討を開始するまでにとどまった取組

Ａ Ａ

Ａ Ａ

・仕様内容の充実の取組により、調達の公平性、透明性、競争性の確保を図った。
・仕様内容の中立性を確保することにより、調達の公平性、競争性の推進を図るととも
　に、複数者から見積書や経費算出調書を活用することにより、契約金額の適正化及び
　低廉化の推進を図った。

Ａ Ａ

Ａ Ａ

・契約担当部局による審査を徹底させ、前回調達時に一者応札となった調達案計につい
　ては、契約担当部局による審査を踏まえ、公告期間の延伸や仕様書の見直しを行った
　ことにより、調達改善に向けた取組内容の確実な実施の推進を図った。
・契約担当部局においては、市場価格を把握することにより、予定価格設定の適正化を
　図った。
・契約監視会のチェックにより、調達要求部局と契約担当部局において一者応札改善に
　向けた取組の重要性を共有し、競争性を確保する意識等の醸成を図った。
・一者応札案件の公募随意契約への移行については、その理由が特殊な技術又は設備を
　有する者が一つしかないと考えられるものが対象であることを徹底する。

(2)　調達事務のデ
　 ジタル化の推進

随意契約の見直し

調査・調査研究経
費に係る調達

情報システム経費
に係る調達

全ての調達の改善
取組（再掲）

全ての調達の改善
取組



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

○
　競争性のない随意契約によらざる
を得ない案件については、競争性の
ある契約への移行や価格面等の適正
化を図るべき余地がないか引き続き
精査を行う。また、企画競争や公募
については、一般競争入札と比し
て、これらの方式によることの妥当
性、一般競争への移行の可否等につ
いて十分な検討を行う。

下記①から②の取組を行う。 　引き続き、調達
の透明性確保のた
め、競争性のある
契約への移行等に
ついて、精査を行
う必要があるた
め。

A
Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

　前年度の競争性のな
い契約率を下回ること
を目標とし、経費削減
を図る。

下記のとおり

①　競争性のある契約への移行や価格面等の適正化
　を図るべき余地がないか検討を行う。

Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

　契約総件数に占める競
争性のない随意契約件数
の比率が前年度を下回る
ことを目標とする。
（参考値
　令和４年度：11.1％） 年度末 Ａ

Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

　競争性のない随意契約について
は、調達要求部局において検討した
結果、競争性のある契約への移行が
難しいと判断した案件に限り、随意
契約希望調書を添付した文書を契約
担当部局に合議し、随意契約理由が
法令上の要件を満たすものである
か、契約担当部局において審査を行
い、要件を満たしたものに限り実施
した。

Ｂ

競争性のない随意契約比率
（本省・地方）：12.6％

ー

随時 　本年度が前年度を上回った主
な要因は、１月に発生した令和
６年能登半島地震に対する緊急
随意契約による対応である。
　なお、本件は継続的な取組が
必要

引き続き実施

②　企画競争や公募については、一般競争入札と比
　して、これらの方式によることの妥当性、一般競
　争への移行の可否等について検討を行う。

 

 
Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

　契約総件数に占める企
画競争及び公募随意契約
の比率が前年度を下回る
ことを目標とする。
（参考値　令和４年度
　企画競争：21.8％

　公募随意契約：6.2％） 年度末
Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

・企画競争については、調達要求部
局において一般競争への移行の可否
を検討の結果、移行が難しいと判断
し、真に企画案のみで競争を行う必
要のある調達に限り実施した。
・公募随意契約については、調達要
求部局から提出された随意契約希望
調書を契約担当部局において精査
し、行政目的達成のため条件等を公
表した上で、請負相手先が唯一であ
ることを確認した場合に実施した。

Ａ

企画競争契約比率
（本省・地方）：19.9％

公募随意契約比率
（本省・地方）：5.7％

ー

随時 　継続的な取組が必要 引き続き実施

○
　一般競争入札の充実を図り、競争
性をより一層確保するため、一者応
札改善の取組を行う。

下記①から⑧の取組を行う。 　引き続き、競争
性をより一層確保
すること等によ
り、調達の透明
性、契約金額の低
廉化を図る必要が
あるため。

　一者応札率が過去３
カ年の平均を下回るこ
とを目標とし、経費削
減を図る。
（令和２年度から４年
度平均：28.8％）

下記のとおり 一者応札率
（本省・地方）：27.3％

ー

随時 　一者応札率が過去３か年の平
均を下回るように、一者応札率
の改善に向けて、継続的かつ重
点的な取組が必要

引き続き実施

（１） 全ての調達の改善取組 ① 公告期間等の改善
ア．複数の者が入札に参加できるように、早期の契
　約、準備期間及び執行期間を確保できるように努
　める。
イ．公告期間の延長
  　一般調達案件の予定経費1,500万円以上、総合
　評価落札方式案件又は企画競争及び公募案件は、
　公告期間20日間以上の確保とする。
　　また、上記以外の案件については、可能な限り
　公告期間は10日間を超えた期間を確保するよう努
　める。
ウ．前回一者応札の公告期間の延長
　　一般調達案件の予定経費1,500万円以上、総合
　評価落札方式案件又は企画競争案件のうち、前回
　調達で一者応札又は一者応募だった調達案件につ
　いては、原則公告期間を30日間とする。
エ．調達予定案件の情報提供の充実等
　　調達予定案件を毎年度各契約担当部局において
　ホームページ公表するとともに、ＳＮＳを通じて
　積極的に情報発信を行う。

Ａ

Ｈ24：本省
Ｈ29：地方
※本省にお
いてＲ２か
ら実施（下
線部）

　前年度の上半期契約締
結率を上回ることを目標
とする。
（令和４年度：65.7％）

年度末 Ａ
Ｈ24：本省
Ｈ29：地方

・調達要求部局において執行計画及
び執行管理シートを作成し、契約担
当部局において進捗管理を行った。
・一般調達案件の予定経費1,500万
円以上、総合評価落札方式案件又は
企画競争及び公募案件について、公
告期間を20日間以上確保した。
・一般調達案件の予定経費1,500万
円以上、総合評価落札方式案件又は
企画競争案件のうち、前回調達で一
者応札又は一者応募だった調達案件
について、公告期間を30日間以上確
保した。
・調達予定案件を総務省ホームペー
ジで公表し情報提供を行ったほか、
ＳＮＳでも発信した。

Ａ

上半期契約締結率
（本省・地方）：66.7％

・調達要求部局において執行計画及
び執行管理シートを作成し、契約担
当部局において進捗管理を行うとと
もに、公募期間の延長や調達予定案
件の発信を行うことにより、準備期
間及び執行期間を確保を図った。

随時 継続的な取組が必要 引き続き実施

② 仕様内容の充実
ア．複数の者が入札に参加できるよう調達期間につ
　いて十分に配意することとし、調達要求部局から
　年間の執行計画を提出させ、契約担当部局におい
　て適切に進捗管理を行う。
イ．過去に実績のある者しか応札できないような仕
　様とならないよう、又、特定の者が有利になる仕
　様とならないよう、仕様書を記載し複数の者が参
　加可能な仕様とする。
ウ．役務調達等の年間契約において、新規参入者の
　参入を阻害しないよう既存事業者との業務の引き
　継ぎ、ノウハウの蓄積のための十分な準備期間の
　確保を明記するなど仕様内容を充実させる。
エ．入札要件について、真に調達に必要な要件であ
　るか検討を行う。

Ｈ24：本省
Ｈ29：地方
※③及び④
については
Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

　全ての調達について、
②から⑦の要件を満たす
よう取組を行う。
　特に「③ 仕様書中立
性の確認」の取組におい
て、調達要求時における
複数者からの見積書添付
の徹底を図り、更なる仕
様内容の中立性の確保に
努める。

・仕様内容の充実について、契約担
当部局において審査を行った。
・仕様書中立性の確認について、達
要求部局から契約担当部局への合議
文書に複数者の見積書の添付を義務
付けることで、仕様書の内容の特殊
性を排除し、汎用的なものとなっ
た。また、契約担当部局での審査に
おいても仕様内容の中立性の確認を
行った。
・契約額の適正化及び低廉化につい
て、契約担当部局は複数者からの見
積書や経費算出調書を予定価格算出
の資料として活用した。

Ａ ー

・仕様内容の充実の取組により、調
達の公平性、透明性、競争性の確保
を図った。
・仕様内容の中立性を確保すること
により、調達の公平性、競争性の推
進を図るとともに、複数者から見積
書や経費算出調書を活用することに
より、契約金額の適正化及び低廉化
の推進を図った。

随時 継続的な取組が必要 　取組が定着したことにより、
調達改善計画から外す。

③ 仕様書中立性の確認
　　前年度までの取組を踏まえ、更なる仕様内容の
　中立性の確保のため、契約担当部局への合議文書
　に、複数者からの見積書の添付を義務付けること
　で、仕様内容の中立性の確認を行う。

④ 契約額の適正化及び低廉化
　  前年度までの取組を踏まえ、更なる経費節減及
　び適正な予定価格算定のため、上記③の見積書、
　さらに調達要求部局での経費算出調書の添付を義
　務付け、予定価格算出の資料として活用し契約金
　額の適正化及び低廉化を図る。

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度

取組の
開始年度

難易度
取組の
開始年度

実施した取組内容 進捗度
実施
時期

実施において明らかとなった課題等

２．一者応札改善のための取組

Ｈ24：本省
Ｈ29：地方
※③及び④
については
Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

令和５年度の調達改善計画 令和５年度年度末自己評価結果（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）
取組の目標 取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）

１．随意契約の見直し

今後の計画に反映する
際のポイント

様式１



（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的
重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度

取組の
開始年度

難易度
取組の
開始年度

実施した取組内容 進捗度
実施
時期

実施において明らかとなった課題等

令和５年度の調達改善計画 令和５年度年度末自己評価結果（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）
取組の目標 取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）

今後の計画に反映する
際のポイント

⑤　事前審査
ア．全ての調達案件については、原則、契約担当部
　局に合議して、２.の全ての取組内容が適正に行
　われているかチェックを徹底し、事前審査を行
　う。
　　また、調達要求部局は、契約担当部局に合議す
　る際、仕様書等の内容が新規参入業者の応札を妨
　げる内容となっていないか等の基本的な確認事項
　や実施する一者応札改善策の内容について事前チ
　ェックを行い、契約担当部局は、一者応札改善方
　策が適切に講じられているか等について、事前審
　査を行うことにより、一者応札改善に向けた取組
　の実効性を確保する。
イ．数多くの取引価格の比較がインターネット及び
　刊行物を利用して容易にできる大量生産品につい
　て、市場価格よりも大幅に高額で調達しているケ
　ースがないかチェックし、合理的理由の存否を確
　認する。

・調達要求部局から契約担当部局に
合議し、審査を行った。特に、前回
調達時に一者応札となった調達案件
については、新規参入拡大のための
基本的確認事項や一者応札検証結果
等を踏まえて、今回改善を実施する
取組について、今期の契約や仕様書
に反映し改善されているか、契約担
当部局において審査を行った。
・大量生産品については、契約担当
部局において見積書のほかインター
ネット及び刊行物を利用することに
より、市場価格の把握に努めた。
・令和５年８月、12月及び令和６年
３月に総務省契約監視会を開催し、
一者応札となった調達案件につい
て、外部有識者の事後チェックを受
けた。

Ａ ー

・契約担当部局による審査を徹底さ
せ、前回調達時に一者応札となった
調達案件については、契約担当部局
による審査を踏まえ、公告期間の延
伸や仕様書の見直しを行ったことに
より、調達改善に向けた取組内容の
確実な実施の推進を図った。
・契約担当部局においては、市場価
格を把握することにより、予定価格
設定の適正化を図った。
・契約監視会のチェックにより、調
達要求部局と契約担当部局において
一者応札改善に向けた取組の重要性
を共有し、競争性を確保する意識等
の醸成を図った。

随時 　継続的な取組が必要
　なお、⑥一者応札の検証　ウ
（一者応札案件の公募随契への
移行）については、その理由が
特殊な技術又は設備を有する者
が一つしかないと考えられるも
のが対象であることを徹底させ
る必要がある（実績はなし）。

引き続き実施

○

⑥　一者応札の検証
ア．結果として一者応札となった調達について、契
　約担当部局において、原因究明を行う。
イ．類似の案件で前年度に一者応札の案件につい
　て、原因を点検することにより競争性のある調達
　の実施に反映させるため、入札説明書等を受け取
　った者で入札に参加しなかった者に対して、アン
　ケート調査を実施し入札に参加しなかった理由を
　把握、分析し、契約担当部局及び調達要求部局間
　で共有するとともに、調達要求部局は、次回の調
　達時までに改善策を検討することとする。※１
ウ．一者応札が継続している案件については、特定
　の設備や技術が必要であると認められるものは、
　公募随契への移行を検討する。また、公募随契へ
　の移行にあたっては、総務省契約監視会の意見を
　聴取し、見積額の審査を行うなど、調達の透明性
　の確保、契約金額の低廉化を図る。※２
　　さらに、本取組の地方支分部局への拡大を検討
　する。※３

⑦　事後審査・管理
ア．一者応札となった調達について、総務省契約監
　視会における外部有識者の意見を求める。
イ．上記アに基づいて改善策を取りまとめの上、契
　約担当部局及び調達要求部局あて通知し次回の調
　達の際の参考とするよう要請を行う。

⑧　企画競争の適正化
　　前年度までの取組を踏まえ、更なる選定基準及
　び選定過程の明確化、選定結果の透明化の確保の
　ため、会計課が定めた選定基準に基づき、採点項
　目について、過去の実績を過度に評価しないよ
　う、また、特定の者が有利にならないよう取組を
　行う。

Ｈ24：本省
Ｈ29：地方

　前年度の一者応募率を
下回ることを目標とす
る。
（令和４年度：75.9％）

Ｈ24：本省
Ｈ29：地方

　調達要求部局が選定基準に基づ
き、検討内容について、契約担当部
局において審査を行った。

Ａ

企画競争一者応募率
（本省・地方）：72.1％

－

随時 継続的な取組が必要 引き続き実施

（２）調査・調査研究経費に係る調
達

①　過去に実績のある者しか応札できないような仕
　様とならないように、調査対象内容、手段、手法
　及び研究会開催回数などを仕様書に詳細かつ明確
　に記載するとともに、多様な調査検討項目を有す
　るようなものは、適切な調達単位に分割した上、
　適切な入札方式を選定すること。

　令和３年度の
一者応札件数の
約５割を調査・
調査研究経費に
係る調達が占め
ているため。

A
Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

　全ての調達について、
要件を満たすよう取組を
行う。

年度末 Ａ
Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

　調査対象の内容、手段、手法及び
研究会開催回数などを仕様書に詳細
かつ明確に記載されているか、契約
担当部局において審査を行った。 Ａ ー

　契約担当部局による審査を徹底す
ることにより、仕様書の中立性及び
競争性の確保を図った。

随時 継続的な取組が必要 引き続き実施

②　最低落札方式を原則とするが、専門的知識、
　技術及び創意等に相当程度の差異が生じる案件
　については、総合評価落札方式を採用すること
　ができる。

随時 継続的な取組が必要 引き続き実施

③　総合評価落札方式において、前年度までの取組
　を踏まえ、更なる選定基準及び選定過程の明確
　化、選定結果の透明化の確保のため、会計課が定
　めた選定基準に基づき、類似実績や研究員の従事
　経験を技術項目とする場合、過去の実績を過度に
　評価しない配点とするよう取組を行う。

（３） 情報システム経費に係る調
達

①　予定価格が10万ＳＤＲ以上と見込まれる調達案
　件（契約変更を行う案件については、増額分の予
　定価格が10万ＳＤＲ以上のもの）は、デジタル統
　括アドバイザーに相談し相談結果について調達決
　裁にその評価内容書等を添付する（ただし、単に
　市販の機器等を調達する場合などデジタル統括ア
　ドバイザーが評価書発出が不要としたものは添付
　を要しない）。

　令和３年度の
一者応札件数の
約２割、契約金
額の約４割を情
報システム経費
に係る調達が占
めているため。

A Ｈ31：本省

　全ての調達について、
①から⑤の要件を満たす
よう取組を行う。

年度末 Ａ Ｈ31：本省

・外部有識者であるデジタル統括ア
ドバイザーとの相談結果について会
計課合議文書にその評価内容書等を
添付させ仕様書にも反映させた。
・予定価格80万SDR以上及び総合評
価方式を採用する条件に該当する案
件については、デジタル統括アドバ
イザーを評価者に含めることを徹底
した。

Ａ ー

　外部有識者であるデジタル統括ア
ドバイザーから評価を受けることに
より、仕様内容や経費に係る妥当性
の確保を図った。

随時 継続的な取組が必要 　契約担当部局合議文書におけ
る評価内容の添付及び仕様書へ
の反映状況から本取組が定着し
たことにより、調達改善計画か
らは外すものの、本取組につい
ては引き続き実施

②　予定価格が80万ＳＤＲ以上と見込まれ、総合評
　価落札方式を採用するものは、デジタル統括アド
　バイザーによる提案書審査を行う。

年度末

　選定基準及び選定過程
の明確化、選定結果の透
明化の確保に努めること
とし、全ての調達が会計
課が定めた選定基準等を
満たすよう取組を行う。

　専門的知識、技術、創意等に相当
程度の差異が生じる案件について
は、価格以外での競争を可能とする
ため、総合評価落札方式を採用し
た。
　また、総合評価落札方式において
は、会計課が定めた選定基準に基づ
き取り組むとともに、新たに導入さ
れた「ワークライフバランスに関す
る評価」や「賃上げを実施する企業
に関する評価」については、当該基
準に基づいた配点を行った。

　仕様内容に応じて、適切な契約方
式の検討を行った。
　また、契約担当部局における審査
が適切に実施されたことにより、選
定の透明化を図った。

Ａ ー

⑤及び⑦に
ついては、
Ｈ29：本省
Ｈ30：地方
※本省にお
いてＲ４か
ら実施（下
線部）

⑥について
は
Ｈ24：本省
Ｈ30：地方
※１本省に
おいてＲ２
から実施
※２本省に
おいてＲ３
から実施
※３Ｒ５か
ら実施

⑤及び⑦に
ついては、
Ｈ29：本省
Ｈ30：地方
※本省にお
いてＲ４か
ら実施（下
線部）

⑥について
は
Ｈ24：本省
Ｈ30：地方
※１本省に
おいてＲ２
から実施
※２本省に
おいてＲ３
から実施
※３Ｒ５か
ら実施

Ｈ24：本省
Ｈ30：地方
③について
は、
H29:本省
H30:地方

Ｈ24：本省
Ｈ30：地方
③について
は、
H29:本省
H30:地方



（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的
重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度

取組の
開始年度

難易度
取組の
開始年度

実施した取組内容 進捗度
実施
時期

実施において明らかとなった課題等

令和５年度の調達改善計画 令和５年度年度末自己評価結果（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）
取組の目標 取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）

今後の計画に反映する
際のポイント

③　情報システムの保守･運用等の年間契約におい
　て、新規参入者の参入を阻害しないよう既存事業
　者との業務の引き継ぎ、ノウハウの蓄積のための
　十分な準備期間の確保、仕様内容の充実等。

Ｈ30：本省 Ｈ30：本省

　新規参入者の参入を阻害しないよ
う既存事業者との業務やノウハウの
引継ぎのための十分な準備期間が確
保されているか、契約担当部局にお
いて審査を行った。

Ａ ー

　仕様内容の充実等について、契約
担当部局による審査を徹底すること
により、調達の公平性を図った。

随時 継続的な取組が必要 　契約担当部局合議文書から本
件取組が定着したと判断される
ことにより、調達改善計画から
は外すものの、本取組について
は引き続き実施

④　最低落札方式を原則とするが、仕様内容におい
　て、専門的知識、技術及び創意等に相当程度の差
　異が生じる案件については、総合評価落札方式を
　採用することもできる。

Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

Ｈ24：本省
Ｈ30：地方

　専門的知識、技術、創意等に相当
程度の差異が生じる案件について
は、価格以外での競争を可能とする
ため、総合評価落札方式を採用し
た。

Ａ ー

　仕様内容に応じて、適切な契約方
式の検討を行った。

随時 継続的な取組が必要 　契約担当部局合議文書から本
件取組が定着したと判断される
ことにより、調達改善計画から
は外すものの、本取組について
は引き続き実施

⑤　入札結果や一者応札の分析結果等をＰＭＯに提
　供するとともに、個々の情報システムの課題を共
　有し、調達手続に反映されていることを調達部局
　において確認する。 Ｒ１：本省 Ｒ１：本省

　入札結果や一者応札の分析結果等
をＰＭＯに提供した。

Ａ ー

　入札結果や一者応札の分析結果等
をＰＭＯに提供することにより、情
報システムの課題について情報共有
を図った。

随時 継続的な取組が必要 　調達担当部局とＰＭＯとの合
議文書から本件取組が定着した
と判断されることにより、調達
改善計画からは外すものの、本
取組については引き続き実施

○
　調達改善に向けた審査・管理の充
実については、上記２により取組を
実施する。

A
Ｈ30：

本省・地方

　上記記載の２のとおり
取組を実施

年度末 Ａ
Ｈ30：

本省・地方
- Ａ ー ー

随時 継続的な取組が必要 引き続き実施

○

　「規制改革実施計画」（令和２年
７月17日閣議決定）において、行政
手続における書面規制・押印、対面
規制の抜本的な見直しが求められて
いることを踏まえ、事業者等から電
子メールによる見積書等の提出を可
能とするほか、電子調達システムに
よる入札・契約手続の更なる利用促
進を図る。

①　「契約手続における押印等の見直しについて」
  （令和２年12月24日付け総官会第3675号）に基づ
　き、引き続き、契約手続（入札・契約）における
　電子調達システムの利用徹底及び契約関係書類
　（入札・契約手続関係）の押印省略（電子メール
　による提出）等を行う。
②　事業者等の入札・契約手続における電子調達シ
　ステムの更なる利用促進を図るため、紙での入札
　や契約を希望する事業者に対しては、電子入札・
　電子契約に対応できない理由、電子調達システム
　の利用可能目途等の確認を行う。
③　本省と地方支分部局等又は地方支分部局等間の
　取組の進捗の違い、あるいは課題を分析し、地方
　支分部局等を含めた利活用に向けて有効なものを
　検討・計画する。※

A

Ｒ４：
本省・地方
※：Ｒ５か

ら実施

　全調達部局において電
子調達システムを活用す
る。
　また、前年度の電子応
札率・電子契約率※１を
上回ること（デジタル庁
が策定した「オンライン
利用率引上げの基本計画
」に基づき令和６年度末
時点で50％以上※２）を
目標とする。

※1(参考値：令和４年度
　電子応札率：65.5％
　電子契約率：44.6％）
※２　デジタル庁が定め
　　た算出方法
　（電子契約件数／
　電子応札件数×100）に

　よる。

年度末 Ａ
Ｒ４：

本省・地方

・入札手続及び契約手続における電
子調達システムの利用を徹底した。
・紙での入札や契約を希望する事業
者に対しては、電子入札及び電子契
約に対応できない理由や電子調達シ
ステムの利用可能目途等の確認を
行った。
・地方支分部局において電子契約を
未実施の部署に対し、現状及び理由
を聴取するとともに、他省庁が開催
する電子契約に関する説明会を紹介
し、電子契約に関する理解の促進に
努めた。

Ａ

電子応札率
（本省・地方）：71.4％

電子契約率
（本省・地方）：50.0％

ー

随時 　電子入札・電子契約の推進に
は、事業者の協力が不可欠であ
るため、郵送・来庁の手間が省
ける等のメリットを周知し、引
き続き積極的な声掛けを実施

引き続き実施

３．調達改善に向けた審査・管理の充実

４．調達事務のデジタル化の推進



定量的 定性的

継続 －

　国土交通省及び警察庁との下記品目の共同調達を
継続して実施
○当省が主管となった調達品目
・紙類、蛍光灯、トイレットペーパー、クリーニン
グ、速記
○他省庁が主管となった調達品目
・事務用消耗品、ガソリン、ＯＡ消耗品、清掃用消
耗品、非常用食料等、宅配便等配送

　地方支分部局２官署において他省庁１官署と下記
品目の共同調達を継続して実施
・事務用品類、ガソリン及び洗車業務

継続

・未実施であった１官署において、
オープンカウンター方式による調達
を開始

ー

その他の取組
調達改善計画 令和５年度年度末自己評価結果（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）

新規
継続
区分

具体的な取組内容

１．共同調達
　　汎用的な物品である備品・消耗品及び汎用
　的な役務である雑役務の調達については、他
　省庁との共同調達を引き続き推進する。

２．オープンカウンター方式の活用（地方支分
　　部局等の取組）
　　各地方支分部局等の事情が異なることか
　ら、活用のメリット、デメリットを検討の
　上、少額の調達が多数を占める支分部局では
　拡大を行う。

様式２



定量的 定性的

その他の取組
調達改善計画 令和５年度年度末自己評価結果（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）

新規
継続
区分

具体的な取組内容

継続 －

・中小企業者に対する受注機会の増大策として、一
般競争入札の入札参加資格を緩和し、より参入しや
すい環境整備に取り組んだ。
・総合評価落札方式による調達を実施する際、ワー
ク・ライフ・バランス等推進企業の評価項目、公的
個人認証サービスの利活用を推進している事業者や
電子入札により入札に参加する事業者の評価項目、
賃上げ実施企業の評価項目をそれぞれ設定すること
により、受注機会の提供を推進した。

継続 －

　ICカード乗車券の利用にともない、回数券の常
備、乗車券の事前購入等が削減されたことにより、
事務効率化を推進した。

３．公共調達の付帯的施策の推進
　　特定の政策目的の実現に資するために調達
　時に実施が求められている取組について、取
　組の趣旨を踏まえて適切に実施する。
　①中小企業者の受注の機会の増大を図るた
　　め、「総務省の中小企業者に関する契約の
　　方針」に基づき、分離・分割発注の活用、
　　競争参加資格の弾力的な運用等により中小
　　企業者向け契約目標の達成に向けて取り組
　　む。
　②ワーク・ライフ・バランス等推進企業の受
　　注機会の増大を図るため、総合評価落札方
　　式等による調達を実施する際、ワーク・ラ
　　イフ・バランス等推進企業の評価項目を設
　　定する。
　③公的個人認証サービスの利活用を推進して
　　いる事業者や電子入札により入札に参加す
　　る事業者を評価する取組を推進するため、
　　総合評価落札方式により情報システム等の
　　調達を実施する際、当該事業者の評価項目
　　を設定する。
　④賃上げを行う企業から優先的に調達を行う
　　ため、総合評価落札方式による調達を実施
　　する際、賃上げ実施企業の評価項目を設定
　　する。

４．その他（総務本省の取組）
　①旅費業務の効率化
　　ICカード乗車券の利用を促進し、効率的な
　旅費業務を行う。



定量的 定性的

その他の取組
調達改善計画 令和５年度年度末自己評価結果（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）

新規
継続
区分

具体的な取組内容

継続 －

　令和６年度予算の概算要求において、会計課から
調達要求部局に対して国庫債務負担行為の活用の検
討を依頼し、その推進を図った。
　【参考】
　令和６年度概算要求：151件

継続 －

　水道料金、官用車のＥＴＣ料金、外国出張先での
経費についてクレジットカード払いを実施すること
により、事務効率化を推進した。

継続 －

　省内の会計事務新任者を対象に会計事務の基礎と
なる知識の習得、能力向上を図るためのオンライン
研修を10月に実施した。
　調達マニュアルについては、記載内容の現行化を
図った。

新規 －

　契約担当部局においては、契約締結時に再委託等
申請・承認手続の説明を必須とするとともに、再委
託等が行われる案件については、案件毎に進捗を管
理することにより、申請手続の遺漏防止を行った。

　②国庫債務負担行為の活用
　　複数年度にわたる契約を行うことにより、
　調達価格の低減が期待できる案件について、
　国庫債務負担行為の検討を行う。

　③クレジットカード決済による調達の推進
　　海外出張、高速料金及び公共料金（水道）
　の支払いについて、事務効率化の観点からク
　レジットカード決済による調達を実施する。

　④会計事務職員の スキルアップの取組
　　・契約事務・会計事務について、必要な研
　　　修を実施する。
　　・調達マニュアルの充実化を図る。

　⑤契約における再委託等承認手続の徹底
　　契約担当部局は、事業者に対する契約締結
　時における再委託等申請・承認手続の説明を
　徹底するとともに、事業者から再委託等の予
　定を聴取し、調達要求部局と情報を共有す
　る。
　　また、調達要求部局は、事業者に対して
　承認申請の提出を徹底させる。



外部有識者の氏名・役職【北大路信郷・明治大学名誉教授】　　意見聴取日【６月24日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○取組の更なる推進を図る観点等 ○調達の性格によって、形式的な競争入札ができない、あ
るいは形式上の競争性よりも調達の質向上（最小の経費で
最大の便益を調達する）ことが重要な場合があるにも拘わ
らず、形式的な競争性を重視した目標設定を行うことに違
和感を感じています。具体的には、「契約総件数に占める
競争性のない随意契約件数の比率が前年度を下回ることを
目標とする」、「契約総件数に占める企画競争及び公募随
意契約の比率が前年度を下回ることを目標とする」、「前
年度の一者応募率を下回ることを目標とする」という目標
です。随意契約が適切であることが確認できない調達をゼ
ロにする、というような表現はできないものでしょうか。

○御意見を踏まえまして、次期調達改善計画の目標設
定において検討させていただきます。

外部有識者からの意見聴取の実施状況

（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）

様式３
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